
山形市立楯山小学校 緊急時児童引き渡しの手引き（保護者用）  

Ｒ８．４．２５ 

１ 引き渡しの基準と基本的な対応について 

災害の程度 基本的な対応 

①地震：震度５弱以上 
全児童保護者への引き渡しとなる。 

学校が避難所になり、学校も学童も閉校・閉所となるため。 

②地震：震度４以下 

③Ｊアラートによる学校留め置き

が下校時間に及んだ場合 

④暴風（雨）・洪水・土砂災害・積雪

⑤火災 

⑥熊（野生動物）出没 

⑦不審者出没・他の事件 

④の場合、学校が避難所となることがある。その時は、学校も学童

も閉校・閉所となるので、全児童保護者への引き渡しとなる。 

下校時に危険が認められる場合、校長の判断で、保護者への引き 

渡しをする場合がある。 

②～⑦全ての場合に、学童への引き渡しのときもある。 

 

２ 引き渡しのルールについて 

（１）４月の事前の準備等について 

① 引き渡しカードの更新と確認をする。←４月最初の提出物の１部。親族５名まで記載可能。 

② 緊急メールの確実性の確認をする。 ←テストメールをしていく予定。 

③ ＰＴＡ総会での資料提示と説明する。←校長の話の中で行う。 

④ 名札カードの配付をする。     ←４月に家庭数配付。在籍する児童名全てを記載する。 

（家庭数の配付、令和８年度は全家庭数、令和９年度からは１年生の家庭数のみ） 

 

（２）原則について 

① 地震があり、震度５弱以上と発表になったら、保護者への直接引き渡しとする。 

保護者の方は、学校からの連絡がなくても学校へ児童を直接引き取りにきてください。 

② 児童を引き取るのは、「緊急時引き渡しカード」に記載された親族とする。５名まで記載可能。 

  名札カードを首にさげて来校してもらう。 

  【ご家庭で十分に話をしていただき、親族どなたでも名札カードを首にさげて来校されるようしてお 

いてください。お願いいたします。】 

③ 避難所開設以外の場合は、学童への引き渡しもある。 

  【１ 引き渡しの基準と基本的な対応について の①地震：震度５弱以上と、④暴風（雨）・洪水・
土砂災害・積雪の場合を想定している。】 

④ 学校からの情報発信は試みるが、情報の手段を絶たれることもあるので、原則①に従って対応してい

くことになる。 

⑤ 引き渡し場所は、状況により①教室 ②体育館 ③グラウンドまたは駐車場となる。 

⑤ 万が一、引き渡せない場合は、引き渡せるまで学校で保護するようになる。 

（状況によっては、職員が付き添って帰宅となる場合もある。または、避難所の体育館に避難する場合

もある。） 

※ 近所や同一方向との理由などで、他の家庭の保護者への引き渡しは行わない。 

ただし、保護者の委任が確認できる場合は、校長判断で引き渡すことができる。 

＊確認の例 保護者本人からの委任（電話連絡）に加え、児童の本人確認など 

 

３ 引き渡しの手順等について 
★車で来校の場合、丸勘さんの駐車場とする。（事前のお願いをしていく。） 

★避難所開設となった場合は、校舎使用ができなくなる。 

 学校も学童も閉校・閉所となる。 



（１）教室に待機してからの引き渡しについて 

①車でお迎えの場合は、原則、丸勘さんの駐車場使用となります。 

（ケガ等をしている児童の対応で、校地内に駐車する場合がある。校地内においては、スペースが限られてい

るので、適切な駐車にご協力をお願いします。） 

②親族の方は昇降口で名札カードを提示し、教室まで迎えにいってください。 

【兄弟がいる場合は上の学年からお願いします。】 

  東階段→ ３階の３年生から → 西階段 → ２階の２年生から → 東階段 → 昇降口 

③教職員の役割分担 

 □駐車場は技能技師と校長 

 □昇降口で名札カード確認は教務主任と養護教諭 

□各担任は教室で指導 

 □電話対応は教頭と事務総括 

（２）体育館に待機してからの引き渡しについて 
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   本 部 

各学年  出席番号順２列 

①担任は学年の指導をする。 

児童は荷物を全てもって待つ。 

 外履きを履いて待つ。 

②丸勘さん駐車場側ドア、社体入り口の２カ所より、出入り可能とする。 

③２カ所に担当教員２名ずつを配置する。親族の方がお迎えにきた時、名札カードでご提示ください。教職員

が大きな声で○年□□さんと伝える。 

 丸勘さん駐車場側ドア → 教務主任と養護教諭 

 社体入り口      → 特別支援指導員と校長 

④他教職員は状況をみて、児童の誘導に入る。 

⑤児童は速やかにでる。 

 

（３）グラウンドに待機してからの引き渡しについて 

石段 Ａ                 Ｂ 
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①担任は学年児童の指導をする。 

児童は荷物を全てもって待つ。 

②石段のＡとＢ２カ所に担当教員２名ずつを配置する。 

親族の方がお迎えにきた時、名札カードをご提示ください。教職員が大きな声で○年□□さんと伝える。 

 Ａ → 教務主任と養護教諭 

 Ｂ → 特別支援指導員と校長 

④他教職員は状況をみて、児童の誘導に入る。 

⑤児童は速やかに石段の方に向かう。 

 



 
４ その他の確認事項 
 （１）引き渡しの無かった児童について 

家庭と連絡をとって、教職員が家まで引率して帰宅させる。 

迎えを待つ場合は、不安を軽減する環境づくりをする。 

 

 

 （２）連絡手段 ←以前の資料にあったもの 年のため、残しています。 

    必要かどうか、検討していきます。 

＜優先する連絡手段＞ 

① 一斉メール送信   

② 学校ホームページ      

③ 電話：緊急連絡カードや緊急時引き渡しカードの優先順 ※②③は、通信不能の可能性が高い。 

＜その他の連絡手段＞ 必要に応じて利用 

○ NTT災害伝言ダイヤル   171の後に2（再生）、次に0236862006（学校の番号）で学校からの 

伝言を聞くことができる。一気に17120236862006でも可能。 

○ NTT災害用伝言板（web171）     https://www.web171.jp/    パソコン・スマホ・携帯電話で 

○ 市防災無線放送          電話番号によるメッセージの閲覧、登録ができる。 

 

 

https://www.web171.jp/

